
平成17年（2005年）３月22日
基本構想調査・江古田の森整備特別委員会資料

区 長 室 政 策 計 画 担 当
新しい中野区基本構想(素案）のパブリック・コメント手続の実施結果について

◇ 案件名        新しい中野区基本構想(素案)

◇ 意見募集期間  平成１６年１２月２４日から平成１７年１月３１日まで

◇ 提出方法別意見提出者数　４４人

人（団体）数

13

4

8

19

◇　意見の概要及びそれに対する区の考え方（同趣旨の意見はまとめています）

No. 区の考え方

1

これまでの中野の自治の歩みを踏まえ、さら
に中野のまちを発展するために新しい基本
構想を策定するということをお示ししていま
す。

2

この素案は、１４０人を超える区民の方に参
加いただいた基本構想を描く区民ワーク
ショップでの検討内容やそれらの意見も踏ま
えた基本構想審議会による答申、また、数
多くの区民のみなさんとの意見交換会の内
容をもとにまとめました。

3

現行基本構想が社会状況の変化に対応し
きれない点があることを、第1章で記述して
います。策定にあたっては、審議会を設置
し、区民ワークショップ、地域での意見交換
会など、幅広く区民のご参加をいただきなが
ら、２年余の時間をかけて議論してきまし
た。

4

時代が大きく変わる中でも、安心して生きが
いのある生活を実現し、未来へと着実に引
き継いでいくことのできる持続可能な地域社
会を築くために、新たな基本構想を策定す
ることを第１章で明らかにしています。

「中野区は昭和７年・・・」とあるが、後に
続く本文に対して何を言いたいのか不明
だ。懐古趣味で編集後記にでも入れるべ
き。

現在の基本構想がどこまで達成したの
か、またどの考え方が時代に合わなくなっ
てきたのかを区民に明らかにして、その上
で作り直すか修正するのかを区民の声を
反映させて決定するべきだ。早急に基本
構想を作り変えることには反対である。
（４）

現在の基本構想についての実践的総括
がなされておらず、基本構想を改める理
由が明確でない。

項目は、おおよそ「新しい中野区基本構想（素案）」のどの部分に該当するかで分類していま
す。なお、今後検討を進める１０か年計画や学校再編計画に関するご意見については、「そ
の他」に分類しています。
意見の概要における（ ）内は同趣旨意見がほかに何件あるかを示しています。

項目１：第１章　これまでの歴史と新しい基本構想を策定する理由などについて（５７件）

提出方法

窓口

郵送

ファクシミリ

Ｅ-mail

意見の概要

基本構想は個性がなく、中野の魅力を知
らない人がまちも人も見ずに書いたものの
ように感じる｡中野のよさは何か、区民が
何を期待しているのか、広くまちの声を聞
きながら基本構想を仕上げてほしい｡

1



No. 区の考え方意見の概要

5

基本構想で将来像を明らかにした上で、財
源の裏づけのもとに具体的な方策などを明
らかにする１０か年計画を策定すべきだと考
えます。

6

現在の基本構想を全面否定するものではな
く、継承すべき内容は新しい基本構想に盛り
込んでいます。

7

現行基本構想策定当時から20数年、社会
状況等の変化をふまえた、21世紀にふさわ
しい自治体を目指して、新たに基本構想を
策定することにしました。

8
中野の長い自治の歩みの中で民主主義も
成熟してきたものと考えます。

9

国政に対するご意見だと思われますが、区
の基本構想に記述することは適切でないと
考えます。

10
歳入が減少しても区民が安心して暮らせる
よう、持続可能な行財政運営をめざします。

11

必要なみどりを確保しつつ、中野に住み活
動する人々の活力がまちをにぎわいのある
ものにし、快適なまちづくりをめざします。

12
中野のよさを生かしながら、まちの活力があ
る快適性を高めるまちづくりをめざします。

基本構想とは、どのような社会を築くかと
いう理念的なものが主体となるべきであ
り、社会や地域が置かれた状況が根本
的に変わらない限り、環境問題を加える
など手直し程度ですむはずである｡（２）

日本の社会と中野の民主主義の成熟度
をどのように認識しているのか。

財政難の原因として、過度の公共事業費
投入、軍事費、大企業に対する減税な
ど、誤った財源の遣い途に起因しているこ
とは明白であるから、そのことを明示して
ほしい｡

「大きな社会環境の変化や新たな課題が
数多く生まれている」とあるが、長期計画
や施策の変更理由とはなり得ても、基本
構想を変える理由にはならない。財政の
立て直しが目的ならば、１０か年計画だけ
でよかったのではないか。（１）

現在の基本構想を区政や区民の生活に
どう生かすべきか検討するべきだ。（２）

歳入が減少しても区民が安心して暮らせ
るような方針案を望む。

生活を豊かにするために、産業・学習・娯
楽を備えたにぎわいと活力のあるまちであ
ると同時に、人と自然との交流を楽しめる
面を備えたまちであってほしい。

私たちの大好きな緑の大地、人情の通い
合う大切な中野をこれ以上いじくりまわさ
ないでほしい。

2



No. 区の考え方意見の概要

13

個人だけでなく、地域や自治体などのさまざ
まな段階で、主体的に考え、それぞれの役
割を果たしていくことが重要だと考えていま
す。区の役割についても明確にしています。

14

個人や相互の支え合いでは解決困難な問
題については、しっかり行政が支えていくこと
を示しています。

15

昭和５６年に基本構想を制定しましたが、当
時想定した社会状況と現状とに大きな隔た
りが生じたことを受け、新しい基本構想を策
定することになりました。新しい基本構想で
描く将来像を実現するため、「新しい中野を
つくる１０か年計画」を策定し、区が取り組む
施策を明らかにします。

16
基本構想が描く１０年後の中野の姿を実現
するため、同じ計画期間としました。

17

持続可能な行財政運営の中でできる限り区
民満足度の高いサービスを提供しようとする
ものです。事業や施設についても、常に見直
しを図ることによって新たな需要に応えるこ
とができると考えます。

18

基本構想の将来像を実現するための１０か
年計画を今後さらに検討した上で策定しま
す。財源の裏づけや具体的な方策などを明
らかにしていきます。

19

素案をまとめるまでの過程では、区内部で
議論を積み重ね、区民のみなさんの参加を
いただきながら、十分な検討を行なってきま
した。中野の現状を踏まえ、中野の将来像
を描いています。

策定過程で、地元の資源を見つめようと
せず、安易に外部からの導入を図ってき
た。また、現実の社会ではなく、どこかに
書いてあることを、その状況も検証せずに
引用しているだけである｡（１)

自己決定、自助・共助という言葉が目立
つが、区の行政としての責任が示されて
いない。（５）

自分たちで出来ることは自分たちでという
考え方が色濃くでているが、実際には難し
い問題を含んでいると思う。

二十数年前に中野区基本構想が制定さ
れたと承知しているが、「新しい中野をつく
る１０か年計画」との関係がよくわからな
い。

基本構想とそれを実現するための１０か
年計画が同じ計画期間であるというのは
間違いである｡

この基本構想素案は、経済の立て直しが
一番の目的になっているように思う。住民
にとって住みやすい環境を求めるのでな
く、我慢を強いるものになっている。（２）

基本構想と新しい中野をつくる10か年計
画に可能ならしめる根拠がない。
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No. 区の考え方意見の概要

20

区の内部努力については、これまでも、「行
財政5か年計画」や「経営改革指針」に基づ
き、職員数の削減、未収金の確保、外郭団
体の見直しなど、さまざまな取り組みを行
なってきました。

21

この素案でも憲法の理念を大前提としてい
ます。また、自助・共助・公助の考えは憲法
理念に反するものではないと考えます。

22

憲法や地方自治法の理念に基づき区政を
推進することは当然と考え、それらの理念は
この素案でも大前提としています。

23

「自己責任」は「自己決定」と合わせて用い
ることによって、自らのことは自ら決めて、責
任を持って行動するという、自立した状態を
言い表そうとするものです。また、「自助、共
助、公助」は、自らできることは自らが行い、
相互で支えあうことが適切なものは相互で、
区が行う必要があるものについては区が責
任を持って行う、ということを表したもので
す。

24

区民参加は重要なこととして位置づけてい
ます。豊かな地域社会を築いていくために
は、区民一人ひとりの役割は大きいと考えま
す。当然のことながら行政の担うべき役割も
重要であり、そのことは明確に記述していま
す。

25

安心して生きがいのある生活を実現し、持
続可能な地域社会を築くために新しい基本
構想を策定するという趣旨をはじめ、基本理
念や将来像等を共有できるよう、パンフレッ
トの発行など普及に努めていきます。

26

中野区の課題を明らかにするためのデータ
収集・分析は重要であると考えていますの
で、現在作成している資料等を更新して、分
かりやすく示していきます。

27

基本構想で将来像を示し、その実現を目指
すことが区民の満足度を高めることにつなが
ると考えます。

中野区にとって区民がお客様。ビジョンを
決め、行動計画をつくってもお客様が満
足しなければ意味が軽減される。お客様
満足を第一に考えるべきだ。

「自己責任」や「自助、共助、公助」という
言葉は適切でない｡

基本構想審議会の答申の基調である
「参加と協働」の理念に対する理不尽な
忌避、行政責任の明確化を妨げかねな
い「区民の自己責任」の過度の強調は、
基本構想としては不適切なので、改めて
ほしい｡

基本構想は中野区のビジョンといえるが、
区民が共有して初めて意味を持つもの
だ。何故、今、中野区にビジョンが必要な
のかを含めて、広く区民にわかりやすく説
明し、区民の話題となるまで高める必要
がある。

現在、中野区が抱えている問題をデータ
で区民に示して、従ってこうしなければな
らないという説得が必要になると思う。

区が財政建て直しにどれだけ内部努力を
してきたのかが不明である｡区が行ってき
たことは、区民に対する事業を減らしただ
けであり、この構想もその延長線上であ
る｡

新しい基本構想案については、補完性原
理に基づく社会という考え方が強く反映さ
れている。補完性の原理を地方自治の
指導原理とすることは、憲法に相容れな
いと思う。憲法擁護の中野区政を現基本
構想に基づいて進めてほしい。（２）

現行基本構想の柱である憲法・地方自
治法の精神が消えている。（４）
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No. 区の考え方意見の概要

28

将来像は具体的に達成可能なものとして検
討してきました。その将来像をどのように達
成するか、指標と目標を１０か年計画で区
民のみなさんにお示ししていきたいと考えて
います。

29

経済成長を前提に行政の規模を拡大してき
た結果、経済の長期低迷による税収の落ち
込みや少子高齢化など社会人口構造の変
化などに対応できなくなってしまったことなど
が原因として考えられます。

30
税財政改革や社会福祉基礎構造改革、三
位一体改革など地方分権改革のことです。

31

生活実態は依然と厳しいものがあると考えて
いますが、その一方で防犯、リサイクルなど
自治意識にもとづくさまざまな地域活動や保
健福祉のボランティア活動など、区民の協
働の力が大きく育ってきている一面もあると
考えています。

32

基本構想審議会、区民ワークショップなどで
地域社会とは何かという問題についてさまざ
まに議論され、そうした議論に基づいて素案
を作成しました。

33

「持続可能性」とは環境問題を考える中で
生まれたものですが、財政状況も含め幅広
く用いられる重要な語句です。

34
ご意見のように文章化にあたっては留意して
きましたが、改めて点検します。

No. 区の考え方

35

新しい基本構想策定にあたり、新たな基本
理念を掲げているものであり、現行基本構想
の理念を「生かす・捨てる」ということではな
いと考えます。

項目２：第２章　中野のまちの基本理念について（１３件）

意見の概要

現在の基本構想の基本理念である「とも
につくる人間のまち中野」を新しい基本構
想では生かすのか、捨てるのか。新しい
基本構想の基本理念は何かをはっきりさ
せるべきである。

中野区内の商工業者や区民の生活実態
と自治意識をどのように認識しているの
か。

「地域社会とは何か」という検討がなされ
ておらず、行政の視点でしか検討してい
ない｡

全体に流行の言葉がちりばめられていて
「持続可能なまち」というのが矮小という
か、志の低いという気がする。

主語述語を整合させ、同語反復を避け、
品位を旨とするべきだ｡

第１章に「まちの理想像を将来像として掲
げた上で」とあるが、どのような将来が訪
れても「達成しました」と胸を張ることがで
きてしまうような将来像を、理想像と同義
に位置付けることは間違っている｡

「国や地方の財政が危機に瀕している」と
あるが、その原因はなにか。

「抜本的な解決のための改革は緒に就い
たばかり」とあるが、改革とはどのようなこ
とを指していうのか。
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No. 区の考え方意見の概要

36

行政は区民自らの意思により運営するもの
であり、区民が大切にする基本理念にもとづ
いて行政が運営されていくことは当然のこと
と考えます。

37

地方自治体としての中野区の基本理念は
明らかにされていると考えます。国と広域自
治体である都道府県、基礎的自治体である
区市町村はそれぞれ役割が違いますが、必
ずしも「対峙」する関係にはないと考えます。

38

地域の課題を話し合い、区民がともに行動
し豊かな地域社会を築いていこうとする考え
を明らかにしています。

39 基本理念に表しています。

40
憲法を大切にすること、区民参加を基本に
することには変わりはありません。

41
まず始めに新しい基本構想を策定する背景
とその理由をお示しすべきと考えています。

42

区は区民自らの意思により運営するもので
あり、区民が大切にする基本理念にもとづい
て行政は運営されることになります。

43

基本理念は、中野区に住み、働き、学び、
行動する全ての人が共有する基本的な考
え方として、とくに大切にしたいことを５項目
に定めたものです。区はこの基本理念にもと
づいて運営し、中野区らしい自治体像を実
現させていきます。

44

基本理念は、中野区に住み、働き、学び、
行動する全ての人が共有する基本的な考
え方として、とくに大切にすべき５項目を掲げ
たものです。

「私たち」が５箇所もある。憲法・人権宣
言等、類似の記述がある。中野区と区民
との協働を入れるべきだ。

「中野のまちの基本理念」に中野でなけ
ればならない、中野ならではといった項目
が見当たらない｡現行基本構想を共有し
ているのに、どうして他の市区町村でも通
用するような標語へと共有しなおさなけ
ればならないのか。

基本理念の５項目は、行政方針の基本
理念とは言えず、基本構想には不要なの
で、削除するまたは、審議会答申にある
「基本理念」２項目に変更するべきであ
る｡

中野のまちの基本理念では、中野区の行
政としての役割や姿が見えてこない。

中野のまちの基本理念が示されている
が、憲法第92条の地方自治の本旨から
考えると、国に対峙する地方自治体の役
割についての認識に欠けている。

「自己決定・自己責任」「自助・共助・公
助」「生かされる個性　発揮される力」が
基本理念だとしたら、「ともにつくる人間の
まち」の理念から捉えると地域社会づくり
において後退と言える。

基本構想は大前提として人間を大事に
するスタンスを持つべきだ。

現在の基本構想は、「憲法を生かそう、
暮らしに、中野のまちに」をスローガンに区
民参加の区政を基本的に貫いてきたと思
う。新しい基本構想では、この基本理念
を継承するのか。

中野のまちの基本理念は第１章にすべき
だ。
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No. 区の考え方意見の概要

45

基本構想審議会からの答申や職員ＰＴ、区
民ワークショップからの提案については、そ
の趣旨を生かしながら、基本構想の策定を
行なってきました。

46

審議会で議論いただき、答申された内容を
もとに区は検討素材を作成し、区民のみな
さんと幅広く議論を重ねてきました。

No. 区の考え方

47

将来像はあるべき姿を描いていますが、着
実にその姿に近づいていけるよう具体的な
取り組みを進めていきたいと考えます。

48

安心して生きがいのある生活を実現するた
めに、見直すべきことは見直して持続可能
な行財政運営を確立していきます。環境と
にぎわいの共生するまちをめざしていきま
す。

49

１０年後に実現するまちの姿を具体的に描く
ように努めました。その実現に向けた施策に
ついては、１０か年計画の中で示していきま
す。

50

「中野のまちが多様な魅力をもち、区民がと
もに支えあいながら、豊かな地域社会を築
いている」ことを表わすタイトルとしました。

51

将来像や10年後の姿では住民自治を大切
にする考えを明らかにしています。（仮称）自
治基本条例や区民の公共公益活動支援の
しくみも検討しているところです。

基本構想はゼロから見直すといい、壊す
ものばかりで、作るのはビルだけだ。

「中野のまちの将来像」も、ぼんやりとし
た、あいまいな将来像となっており、具現
化されたまちの姿をイメージすることがで
きない｡

サブタイトルとして「多彩なまちの魅力と支
えあう区民の力」とあるが、区役所言葉を
使わず、例えば「緑のまち」とか「住宅都
市中野」とか民間で言う「中野のセールス
ポイント」を入れるべきだ。

時間と手間、財政負担のかかる住民自
治を反映した事業からはできるだけ撤退
しようとする姿勢が見える。（１）

区民ワークショップや審議会において、
「中野のまちの基本理念」という区民の普
遍的な理念の共有についての議論がな
されていない。審議会答申に「区民憲
章」として盛り込まれた文章があるが、区
民ワークショップでは全く議論されておら
ず、また、基本構想の「基本理念」との整
合性はない。議論する場を与えられずに
作成された「中野のまちの基本理念」は
削除してほしい。（１）

項目３：第３章・第４章　中野のまちの将来像と１０年後の姿について（７３件）

意見の概要

将来像の記述は、他人ごとのような受け
とめとなっている印象だ。

職員ＰＴ、区民ワークショップ、審議会で
の結果から逸脱した部分は削除あるい
は、回復してほしい｡
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No. 区の考え方意見の概要

52

この素案は、多くの区民の方に参加していた
だき、議論を重ねた上で作られたものです。
将来像の実現をめざすことで、区民生活の
向上がもたらされるものと考えます。具体的
に施策については、１０か年計画の中で示し
ていきます。

53

民間に任せた方が効果的な事業を見極
め、その事業の特性にあった民間活力の導
入を進めるとともに、柔軟性を失わせること
のないように留意していきます。

54

民間ができることは民間に任せ、区役所を
スリムにしていくということを基本にしますが、
それは区が責任を放棄するということではあ
りません。個人や相互の支えあいでは解決
困難な問題については、区がしっかりと支え
ていきます。

55

にぎわいと活力というのは、産業だけでなく、
中野区に住み、活動する人々の活力がまち
をにぎわいのあるものにしていくとの考えから
来るもので、決して一面的にとらえたもので
はありません。

56

産業の発展だけではなく、中野区に住み、
活動する人々の活力がまちをにぎわいのあ
るものにしていくとの考え方から将来像を描
いています。

57

中野駅周辺については、環境とにぎわいの
調和したまちづくりを基本に具体的な検討を
進めています。

58
計画づくりの段階から区民参加を大切に進
めて行きます。

59

誰にとっても暮らしやすいまちをめざして、環
境や福祉さまざまな領域を大切に考えてい
ます。

区報臨時号の写真のような高層ビルと車
の行き交う道路が「にぎわいと活力のある
まち」なのか。人の姿がみえてこない。将
来像を全面的に見直すべきだ。

中野駅周辺地区については、商業緑地
（憩いの場に商業地域としての経済性を
取り入れる）という形態をとってはどうか。

中野駅周辺を整備し、にぎわいのある中
野にして産業を発展させていこうというこ
とだが、着実にみんなで手を取り合って進
んでいくことを希望する。

大資本本位のハード重視のまちづくりでは
ないか。

中野のまちの将来像は、どこの国のことか
と思われる内容で、具体性がなく、区民
サービスを低下させ、ハコ物行政を進め
るものだ｡

民間委託については、個別に検討して行
うべきであり、一律に決めてはいけない｡
民間委託は柔軟性を失わせるということ
を理解していないのではないか｡

区民へのサービスからは区ができるだけ
距離をおいたり、小さな区役所といって民
間業者と地域・個人に行政の責任を放り
出したりしている｡

現基本構想の「静かなうちにも活気にあ
ふれた都市」というバランスが取れたもの
から「にぎわいと活力」の一面的なものに
変えられることに反対｡
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No. 区の考え方意見の概要

60

区の財政負担を抑えながら民間活力を導
入し、環境とにぎわいが調和するまちづくりを
進めていきます。

61

警察大学校跡地を含めた中野駅周辺地区
の再整備が、中野のまちづくりの大事な要素
であると考えています。

62

警察大学校跡地を含めた中野駅周辺地区
は、にぎわいの中心になるとともに、みどり豊
かな広域避難場所として、防災公園など十
分に防災機能を備えた場所とする計画を検
討しています。

63

防災については、基盤整備と災害対策の両
面から記述しています。避難所や仮設住宅
については、地域防災計画で定めていま
す。

64

中野駅周辺については、活力と潤いが調和
したまちをめざすとともに、防災への配慮も
備えた計画づくりを検討しているところです。

65
それぞれの地域特性に合わせて、調和の取
れたまちづくりを進めていきます。

66 公園整備を計画的に進めるよう努めます。

防災がもっとも重要な課題。「にぎわいと
活力のあるまちづくり」ではなく、警大跡地
を全面的に防災公園として生かすことを
中心とした「緑とうるおいのあるまちづくり」
を掲げるべきである。早稲田通りのビル風
が、高層建物によってさらに助長される
危惧がある。（３）

中野駅周辺まちづくりに偏りすぎている。
生活都市というなら、他の地域はどうなる
のか説明されていない｡

警察大学校跡地をはじめとして、もし、公
園の整備ができないのなら、人口を増や
さない努力をするべきだ｡（１）

「中野駅北口広場一帯の再整備」があげ
られているが、大規模なオフィスビルや商
業施設などを呼び込むことを想定してい
ると思われる。臨海部等の開発でオフィ
スビルは供給過剰で、財政危機が言わ
れる中、このような計画に財政を注ぎ込
むのであれば納得できない。

「持続可能な活力あるまちづくり」とは区
民がいきいきと暮らしていいけるまちづくり
をいうのであれば、中野駅に接している警
察大学校跡地こそ、中野区のまちづくりの
中心として考えるべきだ。

警察大学校跡地は、その敷地開放運動
の歴史からも、高層ビルを建てるのではな
く、大災害時の緊急避難場所、仮設住宅
建設用地として防災公園とすべきだ。
（５）

高層ビルの環境被害や防災上の問題に
ついて記述が乏しい。避難の広場を再検
討し、被災住民のための仮設住宅建設
用地を各所に用意すべき。警大跡地を
公園にし、日本閣での高層ビル建設を中
止すべきである。
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No. 区の考え方意見の概要

67

経済が低成長にあることを前提として、持続
可能な豊かな地域社会を築くことをめざして
います。行財政運営の基本原則を第５章に
記述しています。

68
都の広域的な計画とも調整を図りながらま
ちづくりを進めていきます。

69
中野のまちに広がる様々な商店街を想定
し、特定の商店街ではありません。

70

総務省「事業所・企業統計調査」によると、
中野区においても情報サービス・調査業の
事業者数が増えてきています（平成13年事
業者数は平成８年度比で約８５％の増）。

71

必ずしも大規模開発等を行なわなくても雇
用の創出は可能であり、職住近接が実現で
きると考えています。

72
「にぎわい」は、人々の活力によって生み出
されることも含め、広くとらえています。

73

中野に住むすべての人にとって中野が故郷
と思えるような愛着の持てるまちにしていき
ます。

74
避難場所の確保という観点も重視して計画
を検討していきます。

にぎわいとあるが、「賑わい」の「賑」の字
の成り立ち（金〔貝〕が多く集まる〔辰＝
蓁〕）から、中野区が利権の食い物にされ
る姿が垣間見える｡また、同義語に「殷
賑」という熟語もある｡

子どもたちの故郷と言える場所が必要で
ある｡

災害時の避難場所として公共施設は貴
重なものである。学校もその一環である。
（２）

東京都の都市計画では、中野区は都市
環境再生ゾーンとなっているが、ここで
は、交通網の活用によって、他の地域と
機能を分担する、地域内でも重層的に機
能分担して歩いて暮らせるまちをめざすと
なっている｡

「商店街が地域コミュニティの核として消
費者が親しみや安堵感などが感じられる
場になっています」とあるが、どこの商店
街を想定しているのか。

ＩＴ産業は、産業統計を見れば、都心３区
と渋谷区、新宿区以外は有望でないこと
は明らかである｡

大都市部で職住接近をめざせば、職場
の周囲に住居を求めるしかできないが、
それには大規模開発が必要であり、それ
を選択する条件として、住宅地としての基
本機能が満たされていないことや周囲へ
の波及効果が大きいことが上げられる
が、中野区では難しい｡

記述が旧態依然とした経済成長願望・経
済成長依存が強すぎるので、時代を正し
く先取りした脱成長の社会体質をめざす
記述に改めるべき｡
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No. 区の考え方意見の概要

75

将来像で「子どもも大人も地域社会の中で
自由に意見を述べ、互いに尊重しあい、社
会の貢献が実感できるようになっています」
と記述しています。基本構想の検討につい
ては、「中野ハイティーン会議」（高校生）と
の意見交換を行い、また、意見交換会には
中学生の参加もありました。

76 実現をめざしていきます。

77 ご意見の趣旨に沿って修正します。

78

今ある文化・芸術活動がより活発化され、ま
た洗練されていくことにより中野らしさが醸成
されていくものと考えます。

79

将来像を描くにあたっては、行政内部だけで
なく、基本構想審議会や区民ワークショップ
などで広く区民の参加も得ながら分析や評
価を行なってきました。

80

適正に規模については様々な議論がありま
すが、これまでの経験や研究結果などをもと
に判断していきたいと考えています。

81
公立・私立、直営・委託の別なく質を高めて
いくべきと考えます。

「適正な集団規模で教育が確保され」と
あるが、適正な規模についての科学的理
論は確立されていない。

「保育園や幼稚園など乳幼児のための施
設は、相互の連携が図られ、どの子ども
にも同じように質の高いサービスが多様に
提供されています」とあるが、民託、民営
による保育で質が高まるのか。やめてほし
い。（２）

１０年後の姿で「子どもから大人まで持て
る力を生かしながら」とあるが、このように
なればいいと思う。

「継続的にスポーツを楽しむ場など、区民
が学習する機会と・・・地域の中に多様に
用意されていています」とあるが、用意さ
れるという表現は住民が受身になってい
る。行政の援助を受けながら、住民が作り
出すという方向が必要ではないか。

10年後の姿に「中野らしいさまざまな文
化・芸術活動」とあるが、中野らしいという
特色が出せるのだろうか。

「核家族化や少子化などによって家庭や
地域の養育力が低下してきた」としている
が、子育てや人づくりを語るのであれば、
もっと深い分析と評価、総括が必要だ。

子どもの権利条約は年齢相応の意見表
明権を認めているが、この検討では子ど
もたちは無視されている｡
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No. 区の考え方意見の概要

82

区は、さまざまな担い手が提供する公共
サービスの質の確保や調整・支援するととも
に、さらに区として必要な施策を行い、必要
なサービスや支援が受けられるよう、区民の
生活を支えていきます。

83

区は、高齢者や障害者の自立を支援するこ
とを第一として、必要な福祉施策を進めて
いきます。

84 多くの方にご参加いただきたいと考えます。

85 充実を図ります。

86 実現をめざします。

87

区民への支援は必ずしも職員によらなけれ
ばできないものではなく、さまざまな提供主
体によるサービスを選択できる環境を用意し
ていくことが必要だと考えます。

88

ゆとりある生活にとって経済的な要素も重要
ですが、自由に過ごせる時間などさまざまな
視点で捉えることができると考えます。

89

独立した意思主体が共通の目標をもって、
連携・協力して進めていくという意味で、基
本的に同じ考えです。

90

地方自治体が担うべき事務は拡大してきて
いますが、それらをいかに効率的に行うかを
「小さな区役所」という言葉で表しています。

「就労形態など多様化して、人々の働き
方やくらし方が変化し、勤労層が地域で
過ごす時間が増える」とあるが、勤労者の
所得格差が拡大している現状ではたして
ゆとりがでるのか。

Ⅳ－１に「住民による協働の動きが広ま
り」とあるが、協働とは何か｡また、１９８１
年の協働とはどこがどのように違うのか｡

「小さな区役所」と言っても国・都からの
権限委譲と委任事務の範囲により、区役
所本体に権限・事務が集中する。中央官
庁が権限を放さないように、むしろ「大き
な政府」と言えるのではないか。

第Ⅲ領域の記述については共感できる
し、ボランティアとして協力していきたい。

介護予防を充実していくことはよい。

１０年後の姿で「青少年が地域活動の一
翼を担っており、支えあいの活動に多数
の若者が参加しています」とあるが、この
ようになればいいと思う。

「区は支援を必要とする区民に必要な支
援を的確に提供する」としながら、一方で
職員の削減を掲げており矛盾している。

「保健福祉・医療のサービスがさまざまな
担い手によって提供される・・・」としている
が、公的部門を民間任せにして撤退しよ
うとしていることは問題だ。（３）

高齢者、障害者などをはじめとする区民
の自立、自助が強調され、福祉における
区の責任が大きく後退している｡
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No. 区の考え方意見の概要

91

PFIにより行う事業については、区による監視
と評価のしくみを整え、情報公開等に努めま
す。

92

（仮称）自治基本条例の中で基本的な考え
方を整理し、具体的なしくみづくりを行なって
いきます。

93

「政策等」には個別施策や事業、施設運営
も含まれます。Ⅳ－２では「区民の参加を保
障する区政運営を行います」「区民満足度
の高い効率的な行政を進めています」と表
現し、（仮称）自治基本条例の中で具体的
なしくみづくりを行なっていきます。

94 実現をめざします。

95

参加と地域自治を進め、開かれた公正な行
政を確立することにより、信頼関係を築いて
いきます。

96

地域の自主的な話し合いの場であり、区が
廃止するか否かを決められることではありま
せん。

97

豊かな地域の自治が展開されるよう、必要
な支援を行なっていくことに変わりはありませ
んが、職員配置や支援のあり方について
は、見直すことを検討しています。

地域自治に関して、地域で活動している
住区協議会はどう位置づくのか。住区協
議会はぜひ存続させてほしい。（１）

地域自治には、区の職員はどう関わるの
か。

「計画－実施－評価－改善」の段階ごと
に参加するしくみとあるが、しくみでは漠然
としており、区民の参加、意思の反映をす
る姿が見えない。各地域で要望に応じて
委員会を設け、そこで業務計画の説明を
求めて意見を述べることができるとか、行
政の現場に直接声を届けることが、明確
に示されることが大事と考える。

10年後の姿で『「政策等の計画-実施-
評価-改善」の段階ごとに参加するしくみ
が整い、区民の意思を反映した区政運営
が進められています』とあるが、段階ごと
以降の表現を「区民が参加、諮問を受け
ることが制度化され」とすることを提案す
る。また、その次に一項目を加え「施設、
事業の運営は計画、実施の段階で対象
地域区民に諮問され、適正で効率の良
い運営が進められています」としたらよい
と思う。

１０年後の姿で「身近なところに人々が集
う場、話し合いの場があり、区民の意思に
基づいて運営され、多様な地域活動の
拠点として生かされている」とあるが、この
ようになればいいと思う。

地域住民、区民の成長を培うことが、区
政の根本に据えられなければならない。
それには職員と住民との信頼し合える結
びつきが大事である。

「民間が行う公共サービス」に対して「区
による評価・監視のしくみ」を整えるとして
いるが、税金を投入する公共事業である
にも関わらずPFI方式の場合、地方自治
法による自治体の長、議会、監査委員会
の監査を受ける規定がないので、民間事
業者によってどう税金が使われているか
公開されない可能性があるので問題だ。
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No. 区の考え方意見の概要

98

非常に難しい問題であることは確かですが、
基本構想を共通目標として区民と行政が力
を合わせて取り組むことが重要であると考え
ます。

99

持続可能な行財政運営の中でできる限り区
民満足度の高いサービスを提供しようとする
ものです。事業や施設についても常に見直し
を図ることによってあらたな需要に応えること
ができると考えます。

100

多くの区民のみなさん等にご参加をいただき
ながら、１０年後に実現すべきまちの姿を描
きました。これを着実に実現する取り組みを
進めます。

No. 区の考え方

101

このパブリック・コメント手続の取り組みをはじ
め、現在でも情報提供や説明責任を果たす
ための仕組みを作っていますが、（仮称）自
治基本条例の中でより明確化していきたい
と考えます。

102

民間にゆだねるものもあれば、行政が行うべ
きことも当然あります。このことは10年後の
姿でも行財政運営の基本原則でも明らかに
しています。

103

行財政運営の基本原則には社会的な安全
網（セーフティネット）を確保することや、公
正な行政運営についてもしっかり記述してい
ます。

今回の「基本構想」に沿って中野区政が
進められたとしたら、１０年後に実現する
まちの姿はどうなってしまうのか不安だ｡

項目４：第５章　基本構想と計画体系、行財政運営の基本原則について（１５件）

意見の概要

「行政の説明責任を果たし、分かりやすく
情報提供」とあるが、区民からどういう意
見が出され、それが区政にどう生かそうと
しているかを明確に示すべきである。

「災害や犯罪、事故の危険に脅かされな
い、安心した生活が営まれている」と将来
像が描かれているが、家屋の老朽化は
個人の問題であるし、狭い道路をなくと
いっても土地所有の問題がからみ、その
実現は容易ではない。

「区は税財源の確保、民間活力の活用な
ど財政構造の改革に努め・・・区民にとっ
て満足度の高い効率的な行政を進める。
適正なサービスが効率的に提供されるよ
う、区立施設の適正な再配置され・・・」と
あるが、保育も教育も福祉も民営化し、
施設を統廃合し事業を縮小して区民が
満足できる行政とはどういうものなのか。
（１）

「区は行政として支援が必要な区民のた
めに、サービスの質と量を確保するため
監視・指導・支援を行っていく」としている
が、サービスそのものは民間の力と地域
の資源に委ねるということか。行政の役割
が示されていない「新しい基本構想」は撤
回すべきだ。（１）

基本原則には「効率的な財政運営や職
員の削減を進めて・・」とあるが、行政の
目的は、効率性だけでなく生存権の保障
という役割や公平性、公共性が求められ
る。そういった役割があることを明記する
べきだ。
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No. 区の考え方意見の概要

104

安心して生きがいのある生活を実現するた
めには持続可能な行財政運営を行なって
いくことが必要であり、そのためには効率性も
大事な要素のひとつであると考えます。

105

基本理念の推進と将来像の実現のための
「行財政運営の基本原則」を述べたもので
す。持続可能な行財政運営の中でさまざま
な担い手により区民満足度の高いサービス
を提供していきます。

106

10か年計画で明らかにしていきます。他の
分野別個別計画についても整合を図ってい
きます。

107

理想像を実現していくための施策や事業は
現実に即したものでなければならないと考え
ています。区民のみなさんとともに作り上げ
ていくことを大切にしていきます。

108

１０か年計画は、基本構想の将来像を実現
するための基本計画となります。１７年度予
算案については、財政状況や現段階におけ
る１０か年計画に関する検討状況等を勘案
して作成しています。

109

個別分野の基本計画については、区の計
画体系で上位に位置する基本構想や１０か
年計画との整合を図り、必要な改定を行
なっていきます。

110

地域自治の仕組みは多様に存在するものと
考えていますが、基本的には多くの区民に
よって地域課題解決のための話し合いが行
われ、それに基づき具体的な行動が起こさ
れることだと考えます。

都市計画マスタープランや緑の基本計
画、住宅マスタープランなどと、基本構想
の整合性を十分に検討するべきである。

「自己決定、自己責任にもとづく地域自
治」とはどういう組織や形態を想定してい
るのか。

区民へのサービス削減と民間業者依存
の区政は、区民に冷たい区政である。「民
間の力と地域の資源をいかし、効率的な
財政運営や職員の削減を進めて、持続
可能な財政を確立します」との表現は削
除し、代わりに国家の国民に対する義務
を定めた憲法の理念を基本にすべきであ
る。

将来像は満足のゆくビジョンが描かれて
いるが、４つの領域ごとの１０年間の具体
的行動計画(アクション・プラン)とその予
算措置をはっきり区民に示し、理解を求
めるべきだ。現在進行している計画との
整合性をとることも重要である。

行動計画策定にあたっては、理念(グラン
ド・デザイン)と現場(区民)を両立させるこ
とを忘れないでほしい。

基本構想と１０か年計画は一心同体なの
か、分離すべき問題なのか。また、17年
度予算は何の計画により作成したか。

地方自治は住民の生活を中心に考える
べきものであるのに、区は、住民自治から
離れ、効率性と採算性の確保中心で動
いている。住民を守り、命を大切にする方
法を中心に考えていくべきである。（１）
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No. 区の考え方意見の概要

111

これまで多くの場面で多くの区民の方々が
参加をされてきていますが、参加はあくまで
も主体的に行われるべきであると考えます。

112 地域の人材や活動を指しています。

113

これまで行政が専ら担ってきた公共サービ
スについても、民間事業者やNPOなどさまざ
まな活動主体が担えるようになってきている
ことを指しています。

No. 区の考え方

114
具体的な事業展開の中で参考とさせていた
だきます。

115

空き店舗活用以外にも商人育成支援事業
の実施などを予定しています。さらに１０か
年計画の中で検討していきます。

116
商店街自らの活性化の取り組みを前提に、
必要な支援を行なっていきます。

117

施設の数をこれまでどおり維持することは困
難であると考えていますが、用途変更も含
め、今あるものを有効に使っていきます。施
設配置の計画については、１０か年計画の
中でお示しします。

努力をしない、法を守らない商店街は淘
汰されるべきである｡

施設の統廃合計画は漠然としている。施
設配置はスクラップアンドビルドで考える
のではなく、今あるのものを有効に使うと
いう方向で考えてほしい｡（１）

行財政運営の基本原則において「公共
サービスを多様な担い手に開放し」とある
が、『多様な担い手』とは誰なのかイメー
ジできない。

大学・研究機関との連携については次の
ことに留意してほしい。①産業集積がない
のに教育研究機関を誘致しても産業振
興にはならない。②企業にとって必要な
提携先は近さではなく、必要な研究を
行っていること。③生涯教育講座は大学
を誘致することよりも多数の大学と提携し
たほうが有利であること。

「活力あるまちづくり」をいうのであれば、
多くの商店がシャッターを閉めざるを得な
い現況をいかに改善するかがもっとも重
要である。「空き店舗の活用」しか示され
ていない。

項目５：その他（５７件）

意見の概要

地域自治にどのような階層のどれだけの
住民が参加できると思っているのか。地
域自治の名による住民への押し付けでは
ないか。

行財政運営の基本原則における「持続
可能な行財政運営を確立する」の中で
「地域の資源を生かし」とあるが、何を指
しているのか。
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No. 区の考え方意見の概要

118

地域館ごとに蔵書内容に特徴を持たせ、全
体の蔵書数を充実させること、また、施設数
の見直しについて検討しています。

119
新しい中野をつくる１０か年計画の中で、示
していきたいと考えています。

120

学校図書館の今後のあり方については現在
検討しているところです。児童、成人と対象
が異なることにより仕事内容は確かに異なり
ますが、一般図書館でも職員はすべてに対
応しています。

121

学校の中に子どもの遊び場機能を持たせる
ことや、（仮称）総合公共サービスセンターの
中に子どもの育成・支援を行う（仮称）子ども
センターの機能を確保し、児童・生徒の安
全な遊び場、親や地域の交流の場を充実さ
せていくことを検討しています。

122

（仮称)総合公共サービスセンターは、地域
保健福祉の総合調整、相談支援、保健福
祉サービスの提供を想定し、現在の保健福
祉センターの機能を移行・拡充するもので
す。ITの活用を含めて、みなさんの利用しや
すい施設となるよう、１０か年計画の中で検
討していきます。

123

地域センターは（仮称）区民活動センターへ
と移行し、区民のみなさんに運営をしていた
だくことを検討しています。（仮称）区民活動
センターの施設数は１５箇所を予定していま
す。地域センターの窓口サービスについて
は、数か所の窓口に集約することを検討して
います。なお、地域センターの区民活動セン
ターへの移行と窓口サービスの集約につい
ては、今後さらに意見交換を行います。

124

窓口サービスについては、コンビニエンススト
アの利用やＩＴの活用も含め、区の施設に行
かなくても目的が達成できる利便性の高い
体制を検討していきます。

区民が利用する施設は近くにあるべき
で、区民を遠くまで行かせるのではなく、
職員が近くまできてほしい｡

学校図書館に求められることは、子どもた
ちを本好きにすることであり、児童書に詳
しいことや子どもと接するのがふさわしい
人が求められる｡一方で大人向けの図書
館には司書として適切な人が求められる｡
それを一人で兼ねるのは難しい｡

放課後の安全な児童・生徒遊び場とし
て、また、母親同士の育児を語り合う場と
して児童館が果たしている役割は大き
い。小学校区に一つの児童館が必要で、
廃止・縮小はやめてほしい。（１）

総合公共サービスセンターは、現在の保
健福祉センターとの位置付けが不明確
だ。類似施設は、他区に比べて遅れを感
じるし、IT推進計画との整合性もとれてい
ない。

地域センターを集約するとしているが、地
域センターが町内会等地域団体に果たし
ている役割は大きなものがある。障害者
や高齢者にとっても欠かせないものであ
る。廃止せず、これまでどおり存続してほ
しい。地域センターの集約にあたっては当
事者を含めた議論が必要だ。（４）

中野区自慢の図書館は現況どおりとして
ほしい。（１）

「特色のある図書館をつくる」とあるが、地
域図書館として共通に備えなければなら
ない機能と蔵書の基準を決める必要があ
るのではないか｡また、特色とは何かを示
し、具体的に検討する組織をつくり蔵書や
利用者支援の体制を整える必要がある｡
さらに、特色のある図書館まで行かなくて
もすむ方法も考えてほしい｡
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No. 区の考え方意見の概要

125

公園については、利用状況を踏まえて今後
のあり方を検討し、具体的な内容について１
０か年計画でお示しします。

126

区政運営の各段階での区民参加の度合い
や民営化の効果を検証する必要があると考
えています。１０か年計画の指標となるか否
かも含めて検討していきます。

127

区政運営の各段階での区民参加の度合い
や民営化の効果を検証する必要があると考
えています。１０か年計画の指標となるか否
かも含めて検討していきます。

128

地域センターは（仮称）区民活動センターへ
移行し、中野区域を４ブロック程度に分け
て、ブロックごとに職員を配置する考え方を
提案し、検討しています。

129

野方駅北口開設は緊急的な課題であり、１
０か年計画事業の中で具体化するよう、検
討していきます。なお、連続立体化事業は
抜本的な踏み切り対策であり、総合的まち
づくりの観点で国や都と連携し着実に進めて
いきます。

130
西武新宿線沿線まちづくりの検討にあたり、
参考とさせていただきます。

131

道路整備は、都市計画道路をはじめ、まち
づくりの中で計画的に進めていきます。道路
の適正な使用の指導も行ないます。

民間委託・民営化を進め、２０００人程度
の職員規模になったとき、区民との接点
である地域センターにはどういった方針の
もと、どの程度の職員数を配置するつもり
か。

「野方駅北口開設」と具体的な表現に
なっているが、これを実施することは、連
続立体化計画を放棄することになる。「野
方駅周辺のまちづくりを検討する」といっ
た表現にすべきだ。

西武新宿線の立体交差を行うかどうかは
別にして、沿線まちづくりで最も重要なの
は、交差する道路の拡幅であり、商店街
のセットバックだ｡中野通りについては単独
立体化との比較を十分に行うべきであり、
連続立体化をするなら、新宿区、杉並区
と十分協議するべきだ｡また、時間がかか
るのであれば、踏み切りの改良工事を進
めるべきだ｡

区道は、生活道路、地区内主要道路、
地区間道路、幹線補助道路などに分け
て整備すべきであり、区画整理や商店街
の再編は避けられない｡また、歩道への
違法駐車や商品、看板のはみ出しをさせ
ないということを電柱の地中化より優先し
て行うべきである｡

中野区内の公園の多くは小公園だが、子
どもたちの遊び場や近隣住民の憩いの場
として役立っているので、売却しないでほ
しい。近隣住民の意向を聞いて公園の有
効利用を図り、価値を高めることこそ大切
だ。

現在、行政で担当されている項目が、ど
れだけ区民主導になったかを見る指標が
ない。区が積極的に仕事を民間に移す、
同時に効率をあげることを見る指標がな
ければ、お下げ渡しの下請け化か、少々
の単価切り下げが行われるだけになりか
ねない。

民間担当部分も含めた区の業務の中
で、区民に諮問を行っている部門の比率
とか民営化部門を含めて区の業務に対し
て税金と直接支払いがどれだけになって
いるかなどの指標を入れるべきだ。
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No. 区の考え方意見の概要

132

基本構想議決後に策定を予定している１０
か年計画についても、意見交換会とパブリッ
ク・コメント手続を実施し、みなさんのご意見
を伺います。

133

江古田の森保健福祉施設の中で整備する
ほか、区有地の活用などにより誘導を図っ
ていきたいと考えています。

134

中野区ではこれまでも他区に先駆けて健診
の充実に努めてきました。今後も多くの人が
必要な健診を受けられるようにしていきま
す。

135

地域センターを（仮称）区民活動センターへ
移行することを検討しており、防災センターと
することは考えていません。

136

財政負担の軽減のみならず、良質なサービ
スを提供するためにPFIを活用することを検
討していきます。

137

これまで、各地で基本構想や学校再編計
画案に関する意見交換会を重ねてきまし
た。今後も、再編計画策定までにさまざまな
形でご意見をお聞きしていきます。

138

全ての学校を同じ条件で見直し、中野区全
体を見て総合的に判断し、学校再編計画
案を策定しました。

139

区立中学校の進学率が上がることは望まし
いと思いますが、生徒数が大幅に増加する
ことは難しいと考えます。

140

区立学校の再編は、子どもたちにとってより
望ましい教育環境を実現することを第一の
目的として行うものです。

区立学校の再編問題は財政的論拠に重
点を置きすぎて教育的観点が軽視され
ていないか。小規模校でも教育は成り立
つと思う。地域住民とその歴史的結びつ
きの中での教育を考えるべきだ。

公共サービスに対して「PFI制度を活用」
することは、財政負担が軽減することが成
立条件となるので、サービスの質の低下
をもたらす可能性が大きい。

学校再編計画は、地域と教職員・父母・
子どもたちの意見を聞いて策定してほし
い。（１）

学校の再編は、中央中学を残すことを前
提に行われたので歪みが大きくなった｡前
提条件なしで再検討をするべきだ｡

区立中学校への進学率を上げれば、統
廃合を減らせるはずだ。

基本構想の具体化である１０か年計画
は、今回のパブリック・コメント手続の対象
外としているが、中には区民に影響の大
きな計画が数多く含まれている。多方面
にわたる項目を具体案と切り離して包括
的に扱うことで、区民の意見を聞いたとい
うやり方は問題だ。

特養ホームなどの福祉施設の拡充を希
望する。

健診は大勢の人が受けられるように進め
てほしい。

弥生地域センターを防災のセンターとし
て存続を希望する。（１）
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No. 区の考え方意見の概要

141

問題点も多く浮かび上がっており、子どもた
ちにとってより望ましい教育環境を実現する
ために、総合的に判断し再編計画案を策定
しています。

142
子どもたちが適切な規模で学習できる環境
について、原則を示したものです。

143
通学環境についても考慮しながら、再編案
をまとめていきます。

144

これまで、各地で基本構想や学校再編計
画案に関する意見交換会を重ねてきまし
た。今後も、再編計画策定までにさまざまな
形でご意見を伺う考えです。

145

十分みなさんのご意見をお聞きして最終的
に決定します。使用しなくなる学校の活用方
法については現在検討中です。

146

区立学校の再編は子どもたちにとってより望
ましい教育環境を実現することを第一の目
的として行うものです。

147

10か年計画は議決事項ではありませんが、
区議会のご意見を十分お聞きしながら策定
を進めます。また、１０か年計画の実行にあ
たっては、条例案や予算案という形で、区議
会の審議を経ることになります。

148
必要に応じて、国や他の自治体と十分に連
携しながら事業を進めていきます。

目標値や行動計画は、中野区議会に提
出されると思うが、審議はそれぞれの政
党を超えて行われることを期待する。

中野区は毎年人口の２割が入れ替わる
ほど流動が激しいことや、都心回帰が激
しいことなどから、行政区画を超えたネット
ワークが必要になると思われるが、それに
ついて考えられていない｡地域社会ででき
ること、行政（国や都）でできること、もっと
広い範囲で解決することの区別をするべ
きである｡

区立小中学校の再編は、通学距離の増
大など、子どもたちに大きな負担を強い
る。もっと子どもや親の意見を聞くべきで
ある。（１）

向台小学校の存続を望む。仮に統廃合
でなくなった場合も、地域の防災広場とし
て残してほしい。（１）

学校は統廃合せず、老人施設等を併設
し、多目的利用するとよい。

幼稚園・学校は、少子化のためかえって
施設が広々使えるし、統廃合による通学
の安全面を考えると、従来どおりの方がよ
い。（１）

小学校１５学級・中学校１８学級が適正
規模だという根拠が不明である。30人以
下学級を実施すべきである。

再編によって学校が遠くなると、児童の通
学の安全が確保されない。通学距離は
直線距離ではない。
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No. 区の考え方意見の概要

149

素案に至るまで、検討素材NO２・３・４と発
表し意見交換を行なってきました。そこで出
された意見については十分検討し、素案に
反映してきました。

150

区民ワークショップには幅広い世代の参加
がありました。このほか意見交換会や各職
場からの声、各種アンケートなども参考にし
ながら検討しています。

151

ワークショップから頂いたご意見は十分に検
討し、基本構想の中に取り入れてきました。
また、数多くいただいた具体的な事業提案
については、１０か年計画に反映させていた
だきます。

152

地域での意見交換会に参加いただいている
ほか、ワークショップ参加者を対象とした意
見交換会も開催しました。

153

パブリック・コメント手続は独立した手続です
が、合わせて補完的に意見交換会を開くこ
とによって、より区民意見を反映させていこう
とするものです。

ワークショップに約１４０名の区民の方が
参加したというが、その人たちが意見交換
会に参加しているのか。

意見交換会の最終日とパブリック・コメント
手続の最終日が同じ１月31日だと、意見
交換会にはパブリック・コメント手続が反映
されない。もっと十分に議論すべきだ。
（４）

対話集会や意見交換会でも、区民の意
見を生かしてよりよいものにしていこうとい
う姿勢がみられない。

区民ワークショップには、６０代以上など
年齢や職業に偏りがある者しか参加でき
ていない。参加していない福祉サービス
の受け手からの意見を聞くべきだ。

ワークショップを区民参加のアリバイとして
使われたような気がする｡（１）
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